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討論 ･質疑

12
月
定
例
会
の
討
論(

４
件
）

■
討
論

●
反
対
：（
請
願
87
号　
「
小
美
玉
市
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」福
島
議
員
）

　

改
正
に
よ
り
本
市
の
市
税
（
法
人
税
）

は
約
１
億
３
０
０
０
万
円
程
度
の
減
収
が

見
込
ま
れ
る
が
、
こ
れ
が
労
働
者
、
従
業

員
の
給
料
の
引
上
げ
に
必
ず
つ
な
が
る
と

は
到
底
思
え
な
い
。
そ
の
補
て
ん
は
、
国

レ
ベ
ル
で
は
い
ず
れ
消
費
税
の
値
上
げ
に

つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
国
が

決
め
た
こ
と
と
は
い
え
、
反
対
。

●
賛
成
：（
請
願
３
号　
「
後
期
高
齢
者
の

保
険
料
軽
減
特
例
の
継
続
を
求
め
る
意
見

書
」
の
提
出
を
求
め
る
請
願
書
」、　
「
請

願
４
号　
「
高
額
療
養
費
」、「
後
期
高
齢

者
の
窓
口
負
担
」
の
見
直
し
に
あ
た
り
、

現
行
制
度
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書
の
採

択
を
求
め
る
請
願
」
福
島
議
員
）

　

窓
口
負
担
の
値
上
げ
案
は
、
高
齢
者
の

生
活
を
苦
し
め
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
か

ら
、
市
民
の
不
安
を
少
し
で
も
軽
く
す
る

た
め
、
国
に
対
し
て
意
見
書
を
出
し
、
市

民
の
声
に
応
え
る
こ
と
が
私
た
ち
議
員
の

役
割
だ
と
思
い
、
こ
の
請
願
に
賛
成
。

Ａ  

市
道
１
０
９
１
６
号
線
、
い
わ
ゆ
る

石
岡
小
美
玉
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
ア
ク
セ
ス
道

路
整
備
事
業
に
関
す
る
も
の
で
、
地
権
者

の
ご
協
力
に
よ
り
現
在
ま
で
に
工
事
実
施

可
能
な
一
定
区
間
の
用
地
買
収
完
了
し
て

お
り
、
で
き
る
だ
け
前
倒
し
し
て
工
事
が

出
来
る
よ
う
国
に
要
望
し
た
結
果
、
国
の

予
算
が
つ
い
た
こ
と
か
ら
補
正
を
お
願
い

す
る
も
の
。

●
賛
成
：（
陳
情
１
号
、　

陳
情
第
１
号　

市
民
の
憩
い
の
場
「
白
雲
荘
」
の
存
続
を

求
め
る
陳
情
書
」
福
島
議
員
）

　

震
災
復
興
特
別
交
付
金
は
、
人
口
５
万

人
以
上
、
面
積
４
０
０
㎢
を
果
た
せ
ば
交

付
さ
れ
る
。
老
朽
化
し
た
茨
城
美
野
里
環

境
組
合
の
み
改
築
す
れ
ば
よ
く
、
あ
わ
て

て
広
域
化
す
る
こ
と
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の

自
治
体
が
ご
み
減
量
化
を
図
れ
ば
、
コ
ン

パ
ク
ト
な
処
理
場
建
設
で
済
み
、
市
の
負

担
も
少
な
く
な
り
、
高
齢
者
の
憩
い
の
場

「
白
雲
荘
」
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
こ
の
陳
情
に
賛
成
。

12
月
定
例
会
の

議
案
に
対
す
る
主
な
質
疑(
２
件
）

■
質
疑

●
議
案
89
号
「
小
美
玉
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
５
号
）」、　
（
小
川
議
員
）

　
広
域
幹
線
道
路
整
備
委
託
料
に
つ
い
て

Ｑ  

広
域
幹
線
道
路
整
備
委
託
料
、
３
億

円
の
増
額
補
正
の
理
由
は
？

●
議
案
89
号
「
一
般
会
計
補
正
予
算
」、　

（
福
島
議
員
）

市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

Ｑ  

市
税
の
歳
入
は
減
少
傾
向
に
あ
る
中
、

な
ぜ
法
人
税
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
の
か
？

Ａ  

都
市
部
に
集
中
す
る
傾
向
に
あ
る
法

人
税
の
税
率
を
引
き
下
げ
、
そ
の
減
税
相

当
分
を
国
税
分
に
上
乗
せ
し
、
地
方
交
付

税
の
財
源
と
し
て
再
配
分
を
す
る
た
め
。

Ｑ  

固
定
資
産
税
の
軽
減
と
し
て
の
わ
が

ま
ち
特
例
（
地
域
決
定
型
地
方
税
制
特
例

措
置
）
適
用
の
内
容
は
？　
　
　

Ａ  

従
来
全
国
一
律
で
定
め
ら
れ
た
地
方

税
の
軽
減
部
分
に
つ
い
て
、
国
で
定
め
た

範
囲
内
で
各
市
町
村
が
実
情
に
応
じ
て
条

例
で
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
制
度
。
現
在

は
、
固
定
資
産
税
の
償
却
資
産
の
軽
減
の

み
に
導
入
さ
れ
て
い
る
制
度
で
、
適
用
で

き
る
の
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
設

備
の
ほ
か
、
公
害
防
止
用
設
備
や
新
築
の

サ
ー
ビ
ス
に
付
き
高
齢
者
向
け
賃
貸
住
宅

な
ど
の
20
項
目
の
み
。

石岡小美玉スマート IC アクセス道路整備を開始（竹原地内）


